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新規就農について
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宮城県農業経営・就農支援センター
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1.宮城県の農業概要

3

～気候風土に合わせた農産物の生産～

1 宮城県の農業概要

宮城県とは
・東京から約300km北東、東北地方の南部に位置している。

・沿岸部は夏は涼しく，冬は暖かい気候､平野部は肥沃な大地により、

多彩で豊富な農産物が生産されている。

主な農産物（特産物等）
・土地利用型作物（米や大豆、麦）

・・・ 「ひとめぼれ」・「ササニシキ」・「だて正夢」 等

・畜 産
・・・ 「仙台牛」・「しもふりレッド」 等

・園芸作物

・・・ 「パプリカ」・「せり」・「トマト」・「きゅうり」・「いちご」 等
4



2.宮城県の新規就農者の動向
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～新規就農者の推移、就農形態別の比率～

新規就農者の推移

みやぎ食と農の県民条例基本計画
Ⅱ 次代の人材育成と革新技術の活用による

戦略的な農業の展開（儲ける農業）
推進指標 新規就農者数（年間160人）

就農年代・品目別（令和4年度）
・年代別:20代(35%)，30代（30%）
・品目別:野菜（新規参入，自営就農）、水稲（雇用就農）

宮城県の新規就農者の動向

R4R3R2R1H30H29H28H27年 度
6447605050334035自営就農
934296938498114115雇用就農
3320181524402923新規参入
190109174158158171183173合 計

2

6



3.新規就農までの流れ
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～就農準備から農業経営開始までのフロー～

就農相談・
情報収集
市町村、普
及センター、
就農相談会
等での情報
収集

農業体験・
農場見学
各機関の体
験研修や農
家訪問による
農業体験

就農に向けた
研修の開始
県農業大学
校、先進農
家・農業法
人等で農業
技術・経営
知識を習得

就農ビジョン
の策定
・どこで何を生
産し、販売す
るかを明確
化
・就農希望
地や研修先
の選定

資金の計画
・農地・住居
の確保
・農業機械・
施設等の確
保

青年等就農計
画の策定
経営開始資
金や青年等
就農資金等
の活用

8

就農準備から農業経営開始までのフロー（一般例）

３ 新規就農までの流れ

就農相談 農業体験 就農ビジョン 農業研修 農地・住居の確保 認定新規就農者

情報収集・農業体験 就 農 準 備 経営開始

６

1 432 3 4 5 6



4.就農に向けた支援内容
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～就農相談・農業体験・研修～
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（1）就農相談活動

定例就農相談会
毎月２回（第2水曜日・第4水曜日）、宮城県仙台合同庁舎にて、宮城県・宮城県農業会議
・みやぎ農業振興公社 の3者で開催 ※zoomを活用したオンラインによる相談対応も併用

就農相談フェア（㈱マイナビ主催）
マイナビ農林水産FESTへの参画（年に数回程）

みやぎ移住・交流フェア（宮城県主催）
新規就農相談ブース
※R5年度・・・11月28日 東京交通会館

宮城県新・農業者ネットワーク交流会（新農業者NW主催）
新農業者と新規就農希望者との交流・情報交換会（年に数回程）



相 談 者

（公社）みやぎ農業振興公社
※就農相談会予約受付窓口

（一社）宮城県農業会議宮城県農政部農業振興課

○役 割

・産地の紹介
・市町村支援状況の紹介
・新規就農支援関連事業の
紹介
・県内就農状況
・県農業大学校の紹介

○役 割

・全体の進行
・農業法人の求人情報の提供
・新規就農者の事例紹介

連携推進!
県・公社・農業会議

就農相談会

○役 割

・農地制度，取得方法の紹介
・農業インターンシップ制度の
紹介
・農の雇用事業の紹介
・農業委員会の紹介

就農相談会連携イメージ

市町村 県普及センター・農大 JA宮城中央会 地域JA

相 談 者 の 情 報 提 供
支援制度の
情報提供

地域JAの情報提供
 （部会、栽培品目等）
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・興味を持った
品目を栽培す
る農業者のも
とで短期（3
日以上）研
修

・ポイント
①自分に合う品
目か?

②仕事として取
り組めるか?

・農業現場を見
てみたい
・実際に働いて
いる人と話した
い
・どんな仕事をし
ているのか?
・お金にはなるの
か?

・農業で収入が
得られるの?
・どういう働き方
があるの?
（独立自営タイ
プ，雇用就農
タイプ）
・どういう品目があ
るの?

・のどかなイメージ
・土とふれあいたい
・おいしい農産物
に興味がある
・子供を育てるに
は良い環境
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農業を見て，聞いて，感じる 見学，短期体験研修

農業に興味がある
農業を仕事にできる?

見 学
どんな仕事をするの? 短期体験研修

体験してみよう!

就農相談会に参加した
希望者に対し，
・見学先（1日）
・短期体験研修先

を紹介します

（2）農業体験等
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無料職業紹介事業

求人者（農業法人等）を希望する事業所と求職者（就農希望者、相談者）とのマッチングを推進

雇用契約雇用契約

求職申込 求人申込

紹介あっせん

紹介者
（公社）

求職者 求人者

※みやぎ農業振興公社では、厚生労働大臣の許可を受け

平成24年7月1日より無料職業紹介事業を実施。

※求人情報に関する内容は、上記公社HPより閲覧可能。

【参考URL】

http://www.miyagi-agri.com/news20230106/
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（3）就農準備資金

就農準備資金とは（国庫事業）

都道府県が認める研修機関等（県農業大学校等）で研修を受ける就農希望者に、最⾧2年間、

年間最大150万円を交付する研修制度。

交付対象者の主な要件（全ての要件を満たす）

・ 次世代を担う農業者となる強い意欲がある方

・ 原則、研修後の就農開始時点で49歳以下の方
・ 交付対象者は、独立・自営就農又は雇用就農を目指すこと

親元就農を目指す者は、就農後5年以内に経営継承、農業法人の共同経営者又は
独立・自営就農すること

・ 県認定の研修機関等で概ね1年以上（概ね1、200h/年）研修すること
・ 常勤の雇用締結をしていないこと
・ 生活保護、求職者支援制度等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
・ 原則、前年度世帯所得（親子及び配偶者の範囲）600万円以下
・ 研修中の怪我等に備えて障害保険に加入すること
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（3）就農準備資金

交付実績

返還の責務
以下のいずれかに該当する場合、資金の一部又は全部を一括返還

▸研 修 中

・ 交付対象者の要件を満たさなくなった
・ 研修を途中で中止したあるいは休止した
・ 適切な研修を行っていない
・ 研修状況報告を定められた期間内に行わなかった

▸研修終了後
・ 1年以内に原則49歳以下で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合
・ 交付期間の1.5倍（最低2年間）の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しなかった
・ 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった、農業法人の共同経営者にならなかった
又は独立・自営就農しなかった
・ 独立・自営就農者について、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった
・ 就農状況報告を定めた期間内に行わなかった

計R4R3R2R1H30H29H28H27H26H25H24年 度
1901913171020252023211012件 数

5.その他
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～新規就農関連情報～
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新規就農PR動画 ～みやぎで農業!～

宮城県内で新規就農を果たした先輩就農者の声をYouTube動画にて掲載。
宮城県の農業、新規就農希望する方のサポート組織、就農に関する相談窓口等、ステップ毎に紹介。

マイナビ農業 ～食材王国みやぎ～

宮城県で農業を始める方向けの情報をまとめたサイト

▸参考QRコード

▸参考QRコード

みやぎで農業
始めませんか?
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丸森町の農業及び支援体制の概要

丸森町農林課農政班 主事 髙橋 瑞暉

令和５年10月28日(土)

みやぎオンライン就農セミナー

0 目次

１ 丸森町の農業概要

２ 新規就農支援体制について

３ 支援制度・内容について

４ 先輩就農者の事例

５ おわりに
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1 丸 森 町 の 農 業 概 要

2

１ 丸森町の農業概要

令和５年１０月１日 時点

• 人 口 １１，９７２ 人

• 世帯数 ４，９２７ 世帯

3



１ 丸森町の農業概要
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合計園芸特産水稲畜産年

46.67.610.128.9Ｈ30

49.76.68.834.3Ｒ１

51.07.18.135.8Ｒ２

48.67.37.034.3Ｒ３

２ 新規就農支援体制について

5



◆丸森町で就農するまでの流れ（主に研修制度を利用する場合）

２ 新規就農支援体制について

6

まずは役場農林課へご相談ください。相談の際には、自分がやりた
い営農形態や就農後のイメージ（こうした農業をやりたいなど）を
お話しください。

引き続き情報収集を行いつつ、実際に農業を体験してみることをお
すすめします。町でもご希望に応じて農家を紹介します。

自分の栽培したい農作物が決まったら、経営内容など将来のビジョ
ンを考え、就農希望地や研修先の選定を行います。

町内の認定研修機関等で研修を行い、栽培方法などの専門技術や、
細かい作業、経営のノウハウの習得を目指します。（１～２年間）

研修先の農家や町農業委員会に相談し、営農に必要な農地を確保し
ます。
住居についても、町でご希望に応じた物件を紹介します。

認定新規就農者になった後も、町やＪＡなどの関係機関で構成した
「丸森町新規就農者サポートチーム」が経営安定や栽培技術向上をサポートします!

研修終了が近づいてきたら、青年等就農計画を作成し、町から認定
をもらいます。
研修終了後、正式に認定新規就農者となります。

就農相談１

情報収集・農業体験

ビジョンの検討

農業研修

農地・住居等の確保

認定新規就農者

２

３

４

５

６

３ 新規就農支援制度・内容について
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３ 新規就農支援制度・内容について
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◆丸森町で紹介可能な支援制度（※準備資金は省略）

②経営発展支援事業
認定新規就農者に対して、営農に必要な機械・施設等の導入費を支援しま
す。
導入費は融資を受けることが前提で、事業費最大1,000万円（①活用の方は
500万円）のうち国が1/2、県が1/4、自己負担が1/4となります。

①経営開始資金
認定新規就農者に対して、就農直後の経営確立をサポートするため、
月１２．５万円（年間最大150万円）の資金を交付します。
町では「丸森町新規就農者サポートチーム」が年２回の経営状況確認・
圃場視察などでサポートします。

③丸森町担い手確保支援事業（町独自事業）
青年等就農資金を借り入れた認定新規就農者に対して、償還額（運転資金以
外）の1/2を補助します。

３ 新規就農支援制度・内容について
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④丸森町新規就農者定住推進事業（町独自事業）
町内の賃貸住宅に居住する認定新規就農者に対して、年間48万円を上限に家
賃の1/2を補助します。（最大３年間）

⑥しあわせ丸森暮らし応援事業（町独自事業）
新たに町に移住する45歳未満の世帯に対して、住宅や空き家の取得費、リ
フォーム費、家賃（④との併用は不可）などの費用を補助します。
※詳細な補助メニューは町HPをご覧ください。

（https://www.town.marumori.miyagi.jp/life/detail.php?content=784）

その他、就農後も営農形態に応じて様々な支援制度を用意しています!

⑤地域おこし協力隊制度
農業法人等に協力隊として着任し、３年間月２４万円の地域協力活動に対す
る報償を受け取りながら、就農に向けた準備をする事が出来ます。
丸森町では、これまで東北でトップクラスの数の隊員が着任しており、行政
のサポート体制が充実しています。



４ 先輩就農者の事例

10

４ 先輩就農者の事例
丸森町地域おこし協力隊
おい かわ けん ぞう

及川 健造 さん （派遣先:農事組合法人羽山の里佐野）
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丸森町に来たきっかけ

もともと登米市の実家がキュウリ農家を営んでおり、自
身も手伝っていましたが、結婚を機に独立を目指し就農
場所を探す中で、丸森で良い空き家が見つかったこと、
興味があったイチゴの栽培が出来る環境があったことで、
丸森町での就農となりました。

活用した支援制度

・地域おこし協力隊制度（月24万円の報償＋活動費）
・しあわせ丸森暮らし応援事業（家賃助成）

現在の就農状況

協力隊として着任後、未経験だったイチゴの栽培技術を
一から学び、法人のイチゴ部門を任されています。その
他、つるむらさきやブロッコリーの栽培にも携わり、高
齢者が多い法人の貴重な担い手となっています。協力隊
としては11月末に卒業予定ですが、その後は法人に就職
し、引き続きイチゴ栽培に取り組んでいく予定です。



５ おわりに
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丸森町は、皆さんを受け入れる
「サポート体制」が整っています。
皆さんの「想い」を実現させ、

この丸森町で幸せに暮らしていけるよう
地域や関係機関と連携しながら

皆さんの就農を精一杯お手伝いします。

◆お問い合わせ先
丸森町農林課農政班 TEL:0224-72-2113

Mail:nosei@town.marumori.miyagi.jp

ご清聴ありがとうございました!



定例就農相談会
～新規就農までの流れ

（公社）みやぎ農業振興公社
令和５年１０月２８日

定例就農相談会（事前予約制）

●対象者

宮城県内で新規就農希望している方

●毎月２回開催

第2・第4水曜日

午後1時15分～午後5時15分

●開催場所

宮城県仙台合同庁舎 会議室

●開催方法

個別による相談対応 (対面またはzoomによるオンライン対応)

宮城県・県農業会議・
みやぎ農業振興公社の

相談員が対応相談会予約希望の方
は就農相談会チラシ

をご覧ください

【2023年度 就農相談会チラシ】
（ＰＤＦ）



相談対応の流れ
１．新規就農相談カードの内容確認

・非農家出身，農業未経験者の方（就農形態等は未定）
➡ 農業体験や見学を案内

・現在会社員または求職中で，就職先として農業を検討している
➡ 公社取扱の求人情報を提供

・県内で独立就農希望，品目や地域は未定
➡ 研修機関，研修制度の紹介

品目や地域の選定については，現地の見学・体験を案内

２．相談対応（提案・助言等）※一例

３．関係機関へ情報共有
相談内容に応じて，市町村・県農業改良普及センター担当課へ
情報共有し，継続した支援を実施

相談者の状況，希望等について聞き取りする
➡ 「就農の動機」，「将来ビジョン」, 「希望する品目・就農希望地」等

【就農相談会ページ】
（公社HP）

市町村・県普及C等

定例就農相談会

連携 推進

●北海道からのUターン 野菜農家を目指すＳさん（33歳／男性）

情報収集
【品目・地域を具体化】

就農相談会に参加

・R4.5.22
定例就農相談会
参加(オンライン)

➡10年間市民農
園で野菜栽培の
経験有。

➡1,2年間の研修
を経て柴田町で
独立就農希望。

➡⾧ネギ・アスパラ
等多品目野菜を
希望

農業体験等
【就農ビジョンの具体化】 

農業現場視察等

・R4.8.17~18
⾧ネギ・アスパラ等を
扱う農業者等を訪問
(村田町・石巻市他)

➡柴田町・県農業改良
普及Ｃを紹，農協
が連携し視察先を
紹介。

＋自身で情報収集，
現地視察等は継続。

  就農ビジョン
【就農ビジョンの明確化】

就農ビジョンの策定

・就農地及び研修先の
選定
【就農地】柴田町
【研修先】佐藤民夫氏
(村田町/指導農業士)

・研修，就農計画作成
➡トウモロコシ，⾧ネギ，

根菜類を主軸に直
売所等への販売を
検討。

・農業機械，住居の確保
➡家族の状況，研修地

や就農後の販売先等
を踏まえアクセスの良
い地域を選択。

農業研修 
【R5.9.4～R7.9 .3】  

独立就農に向けた
農業研修

・就農準備資金を活用し
2年間の研修開始
➡妻の収入，預金＋

就農準備資金※1

※1 就農準備資金
(150万円/年)

➡審査会で審議を経て
半年毎に75万円を
交付。

・青年等就農計画書を
作成
➡5ヵ年分の収支計画

新規就農
【R7.9(予定)~】 

野菜農家として活動

・認定新規就農者
➡青年等就農計画を

市町村に提出
※地域で認められた農

業者として，国や市
町村が実施する支援
制度の対象になる

例:市町村独自の支援
制度，経営開始資
金，経営発展支援
事業等

情
報
収
集
，
現
地
視
察
等
を
経
て

就
農
ビ
ジ
ョ
ン
を
具
体
化

研修先，市町村，
県農業改良普及C等の

助言・指導を受けながら，
営農開始!市町村，県農業改良

普及Cへ情報共有

就農相談会～就農までのスキーム（一例）

アルバイト等退職

【情報収集～研修開始】 R4.5～R5.9（約１年） 【研修開始～独立就農】R5.9～R7.9（2年間）

仕事継続



視察研修の様子

【アスパラ視察】
村田町 佐藤民夫氏

【⾧ネギ視察】
角田市 舘島田生産組合

【アスパラ視察】
東松島市 パスカファーム立沼

やる気・体力・根気

農業はとにかく体力勝負。

急がず時間をかけて，

農業体験や見学を通し，

農業の適性を見極めましょう。

20XX

まずは相談

就農活動をどう進めたら良いか

分からない場合等は，

就農相談会に参加しましょう。

ピッチ デッキのタイトル

時間をかけて検討

就農はすぐにできるもの

ではありません。

情報収集や現地視察等を

重ね，新規就農に向けて

研修・就農計画を立てましょう。
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いちごいちご作り作り

始めませんか？始めませんか？
をを

JAJA全農みやぎ全農みやぎ

令和令和66年度研修者募集年度研修者募集

いちごいちご作り作り

始めませんか？始めませんか？
をを

募集
期間

応募先

令和5年令和5年44月月からから随時募集中！随時募集中！

全農宮城県本部　 全農宮城県本部　 
　園芸・生産振興部 生産振興課「いちごトレーニングセンター」　園芸・生産振興部 生産振興課「いちごトレーニングセンター」
仙台市若仙台市若林区卸町 5 丁目林区卸町 5 丁目 1 番 8 号1 番 8 号

新たに「いちご」の生産に取り組み、新規就農を希望される方、
及び「いちご」の生産をしている親元で後継者として就農を
希望する方を対象に、「いちご」の生産技術・経営管理に関
する研修を行います。また修了後は関係機関と連携し就農
を支援します。

022-352-3161022-352-3161



留意事項
・�「いちご」生産者として営農を継続するためには、本人の努力・熱意・体力とともに知己と協調する姿
勢が求められます。

・特に新規就農するためには、ある程度の自己資金が必要になります。
・研修終了後も本会、関係機関により必要に応じた支援体制を構築し支援していきます。

いちご新規就農者研修事業 
令和 6 年度　研修者募集要項

募集定員 3 名（新規就農者 2 名、親元就農者 1 名）

募集期間 令和 5 年 4 月から随時受付いたします。

応募方法

以下ア・イに必要事項を記入し、下記「応募先」へ郵送または直接持参してください。
　ア令和 6 年度研修受講申込書
　イ履歴書 （市販の J I S 規格のもの。写真貼付け）
   ※アにつきましては、全農みやぎホームページにある申込み様式をご使用ください。

応募先
お問合せ先

全農宮城県本部 園芸 • 生産振興部 生産振興課
〒 984-0015 宮城県仙台市若林区卸町 5 丁目 1 番 8 号　TEL : 022-352-3161 
e-mail：zz_mg_seisanshinkou@zennoh.or.jp　

研修内容 いちごの生産・経営に係る基礎知識の習得、および栽培技術の習得

研修期間 令和 6 年 4 月から令和 7 年 5 月 までの 14 ヵ月間

研修場所 宮城県亘理郡山元町高瀬字北中須賀 3 番地　㈱やまもとファームみらい野ほか

説明会 年数回開催予定 ( 全農みやぎホームページをご確認ください )。
また、ご連絡いただいた際に個別での開催も可能です！

詳しい研修の内容は、
JA 全農みやぎのホームページで

確認してね !! 
https://www.zennoh.or.jp/mg/

grow/ichigo.html

QR コードからも
ホームページに！

@zennohmiyagi

全農みやぎ【公式】
旬太のつぶやき


